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         運輸安全委員会      
Japan Transport Safety Board 

 



 

 

 

 

 

 

 本報告書の調査は、本件航空事故に関し、運輸安全委員会設置法及び国際民

間航空条約第１３附属書に従い、運輸安全委員会により、航空事故及び事故に

伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与すること

を目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  運 輸 安 全 委 員 会 

                    委 員 長  中 橋 和 博 

 

 

 

 

 

 



 

≪参 考≫ 

 

本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

  ① 断定できる場合 

    ・・・「認められる」 

 

  ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

    ・・・「推定される」 

 

  ③ 可能性が高い場合 

    ・・・「考えられる」 

 

  ④ 可能性がある場合 

    ・・・「可能性が考えられる」 

    ・・・「可能性があると考えられる」 
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航空事故調査報告書 

 

所  属  個人 

型  式  ウルトラライト・エアクラフト式チャレンジャーⅡ－Ｒ４４７Ｌ型（超軽量動力

機、複座） 

識別記号  ＪＲ１７４７ 

事故種類  木への接触による墜落 

発生日時  平成２８年３月２３日 １５時４０分ごろ 

発生場所  栃木県宇都宮市柳田町 

 

平成２８年１０月２１日 

運輸安全委員会（航空部会）議決 

委 員 長  中 橋 和 博（部会長） 

委   員  宮 下   徹 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  田 村 貞 雄 

委   員  田 中 敬 司 

委   員  中 西 美 和 

 

１ 調査の経過 

1.1 事故の概要 個人所属ウルトラライト・エアクラフト式チャレンジャーⅡ－Ｒ４４７Ｌ

型ＪＲ１７４７は、平成２８年３月２３日（水）、レジャーのため、栃木県宇

都宮市柳田町の宇都宮場外離着陸場を離陸し、場周経路を飛行した後、着陸

のため進入中、木に接触し墜落した。 

同機には、操縦者及び同乗者の計２名が搭乗していたが、死傷者はいな 

かった。 

1.2 調査の概要 運輸安全委員会は、平成２８年３月２３日、本事故の調査を担当する主管

調査官ほか１名の航空事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取を行った。 

 

２ 事実情報 

2.1 飛行の経過 操縦者及び同乗者の口述によれば、飛行の経過は概略次のとおりであっ

た。 

個人所属ウルトラライト・エアクラフト式チャレンジャーⅡ－Ｒ４４７Ｌ

型ＪＲ１７４７は、平成２８年３月２３日１５時２５分ごろ、レジャーのた

め、操縦者が前席に、同乗者が後席に着座し、栃木県宇都宮市柳田町の宇都

宮場外離着陸場を北北東方向へ離陸した。その際、操縦者は、同場外に設置

されていた吹き流しの状況から北の風約２m/sであったこと及び雨が降ってき

たことを確認した。 

操縦者は、同場外の場周経路を対地高度約１５０ｍで２周飛行した後、着

陸のため南方向から進入中、降雨が強くなり操縦席前方の風防に水滴が付着

し外部が見えづらい状況となった。操縦者は、風防から少し顔を出して進行

方向を確認し、更に進入を継続したところ、目の前に突然木が現れたことか

ら、回避操作を行ったが間に合わず、同機は木に接触し、墜落した。その

後、操縦者は、同機のエンジンを停止させ、同乗者の状態を確認した後、同

乗者とともに機外に脱出した。 
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本飛行時、同場外には、飛行クラブ（操縦者が所属し、同場外を管理する

飛行クラブ）に所属する他のクラブ員は、地上を含めて、いなかった。 

なお、操縦者によれば、飛行時、操縦系統、エンジン系統など機体に異常

はなかった。 

また、操縦者は、同乗者と初対面であったが、同乗者が過去に超軽量動力

機を操縦していた経験もあり興味を持っていたことから、同乗者を搭乗させ

た。 

本事故の発生場所は、栃木県宇都宮市柳田町の宇都宮場外離着陸場から南

約１２０ｍ離れた空き地（北緯３６度３４分２３.２秒、東経１３９度５７分

５７.９秒）で、発生日時は、平成２８年３月２３日、１５時４０分ごろで 

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 推定飛行経路図 

2.2 死傷者 なし 

2.3 損壊 航空機の損壊の程度 中破 

・機首部の損傷 

・左主翼翼端部の折損 

・胴体下部外皮の損傷 

火災の発生 なし 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 事故機           写真２ 機体の風防 

2.4 乗組員等 操縦者  男性 ６１歳 

総飛行時間                    約１３６時間００分 
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同型式機による飛行時間              約１０２時間００分 

最近３０日間の飛行時間                  約３０分 

（上記飛行時間は、操縦者の口述によるものである） 

2.5 航空機等 (1) 航空機型式：ウルトラライト・エアクラフト式チャレンジャーⅡ－Ｒ４

４７Ｌ型（舵面操縦型） 

製造番号：                         不明 

製造年月日：                        不明 

総飛行時間：                        不明 

(2) 事故当時、同機の重量及び重心位置は、いずれも許容範囲内にあったも

のと推定される。 

2.6 気象 事故現場の南西約１０kmに位置する宇都宮飛行場の事故時間帯付近の航空

気象の観測値は、次のとおりであった。 

15時00分 風向１６０°、風速 ４kt、卓越視程１５km、 

雲 雲量 １／８～２／８ 雲形 層積雲 

雲底の高さ ３,０００ft、 

雲量 ５／８～７／８ 雲形 層積雲 

雲底の高さ ６,０００ft、 

雲量 ５／８～７／８ 雲形 高積雲 

雲底の高さ ７,０００ft、 

気温 １４℃、露点 －１℃、 

高度計規正値（ＱＮＨ）２９.９０inHg 

15時30分 風向 ５０°、風速 １２kt、最大瞬間風速 ２０kt、 

卓越視程１２km、現在天気 しゅう雨性の雨、 

雲 雲量 １／８～２／８ 雲形 積雲 

雲底の高さ ２,５００ft、 

雲量 ５／８～７／８ 雲形 層積雲 

雲底の高さ ４,０００ft、 

雲量 ５／８～７／８ 雲形 層積雲 

雲底の高さ ５,０００ft、 

気温 １２℃、露点 ２℃、 

高度計規正値（ＱＮＨ）２９.９２inHg 

15時40分 風向 ４０°、風速 １７kt、最大瞬間風速 ２５kt、 

卓越視程 ４,５００ｍ、現在天気 しゅう雨性の雨 もや、 

雲 雲量 １／８～２／８ 雲形 積雲 

雲底の高さ ２,５００ft、 

雲量 ５／８～７／８ 雲形 積雲 

雲底の高さ ３,５００ft 

雲量 ５／８～７／８ 雲形 層積雲 

雲底の高さ ４,０００ft 

気温 １０℃、露点 ４℃、 

高度計規正値（ＱＮＨ）２９.９３inHg 

なお、本事案のように、地表又は水面から３００メートル以下の高度で飛

行する航空機が同場外において飛行する際の、有視界気象状態は航空法施行

規則第５条第３号において、以下のとおり定められている。（抜粋） 

イ．飛行視程が１,５００メートル以上であること。 

ロ．航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引



- 4 - 

 

き続き視認することができること。 

2.7 航空法の許可 (1) 航空法第１１条第１項ただし書（試験飛行等）の許可は取得されていた

が、同乗者の内容は申請に含まれていなかった。 

(2) 航空法第２８条第３項（業務範囲外行為）の許可は取得されていたが、

同乗者の内容は申請に含まれていなかった。 

(3) 航空法第７９条ただし書（空港等以外の場所における離着陸）の許可は

取得されていたが、同許可の基準である進入表面（勾配２０分の１以下）

を越える高さの木が多く存在していた。 

上記の許可に伴う申請は、同クラブが行うこととなっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 進入表面と雑木林 

 

写真３ 墜落現場（場外離着陸場から進入方向を望む） 

2.8 その他必要な事

項 

(1) 航空機に関する情報 

操縦系統及びエンジン系統を含め機体の不具合は認められなかった。 

(2) 進入表面を越える木の存在 

進入経路には、進入表面を越える高さの木が多く存在しており、操縦者

はこれらの高い木を避けるような経路をふだんから進入経路として飛行し

ていた。なお、同クラブは、同許可の申請前に、これらの木が進入表面を

越えていないことを十分確認していなかった。 

(3) 同クラブの規定 

操縦者が所属する同クラブが定める運航管理規則には、以下の内容が規

定されている。（抜粋） 

・運航管理者の指名：運航日毎
ごと

、クラブ員の中から１名を指名する。 

・ピスト（場外及びその周辺の飛行状況について運航中の機体と情報

交換し、場外を安全円滑に運用するための施設）の設置：管理者
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は、ピストに位置して基地通信を開設し、安全運航の監督を行う。 

・飛行の実施：飛行の実施にあたっては、次の事項を守ること。 

○着陸帯及び障害物の確認 

○航空局の安全対策書類周知・理解 

・気象条件：地上視程／５km以上、雲高／１,０００ft以上、風速／

正対風１５kt以下（横風成分５kt以下）激しい突風がないこと。

（吹き流しを設置） 

・管理者の不在時には、飛行を禁止する。 

 

３ 分析 

3.1 気象の関与 あり 

3.2 操縦者の関与 あり 

3.3 機材の関与 なし 

3.4 その他の関与 なし 

3.5 判明した事項の

解析 

(1) 宇都宮飛行場の気象観測から、同場外周辺は、天候が次第に悪化してい

き、同クラブの運航管理規則における気象条件を維持できない状況となっ

ていた可能性が考えられる。 

操縦者は、離陸した際、降雨を確認したが飛行可能と判断し、場周経路

を２周飛行した後、着陸のため同場外に進入した。その際、更に降雨が強

くなり、操縦席前方の風防に雨水が当たり外部が見えづらい状況となった

が、早急に着陸するため風防から少し顔を出して進行方向を確認しながら

進入を継続させたと考えられる。操縦者は、外部が見えづらい状況で、高

度の目測を誤り低い降下経路となった状態で進入したところ、突然、視界

に入った木を避けることができず衝突し、墜落したものと考えられる。 

(2) 同場外の南南西側からの進入経路における進入表面には、同許可の基準

（進入表面の勾配は２０分の１以下とし、同表面の上に出る高さの物件が

ないこと。）に抵触する木が多数存在していた。操縦者は、これらの木の

存在を認識していたが、日常的にこれらの高い木を避けるよう、同許可に

おける申請上の経路ではない経路において進入を行うことにより、同場外

を使用していた可能性が考えられる。また、申請手続及び管理を行う同ク

ラブは、同場外が許可の基準に合致しているかの現況確認を実施していな

かったと考えられる。 

(3) 同クラブでは、クラブ員に対し、安全運航のため、運航管理規則を定め

運用しているが、事故発生時には、地上で気象の確認などを含む安全運航

の監督を行う、同規則に規定されている運航管理者がいなかった。操縦者

は、操縦者の判断において単独で飛行を実施したが、同規則を遵守すべき

であった。 

 

４ 原因 

本事故は、同機が場外離着陸場に着陸のため進入した際、低い降下経路での進入となり、木に接触

し、墜落したものと推定される。 

低い降下経路で進入を行ったことについては、強い降雨及び風防に当たった雨水の影響により視界

が妨げられた状況であったため、高度の目測を誤ったものと考えられる。 

視界が妨げられた状況において進入を行ったことについては、操縦者が天候の悪化に対応すること

なく、飛行を継続したことによるものと考えられる。 

 


